
議案第４６号 交野市職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例について

１．条例改正の目的

部分休業の改正を内容とする「地方公務員の育児休業等に関する法律」の改正法の公布に伴い、
育児を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、国に準じて所要の規定整備を
行う。

２．条例改正の主な内容

参考資料 総務部人事課

⑴ 部分休業の取得パターンの多様化
上記改正法により、部分休業の取得パターンとして、１日につき２時間の範囲内で取得する現行

のパターン（以下「第１号部分休業」という。）に加え、１年につき条例で定める時間（１０日相
当）の範囲内で取得する新たなパターン（以下「第２号部分休業」という。）が設けられ、職員は
いずれかの取得パターンを選択することができることとなった。

＜改正法の内容＞

現行 改正後

２ｈ

１日につき２時間の範囲内で勤務しないこと

２ｈ

①第１号部分休業
１日につき２時間の範囲内で勤務しないこと（現行の部分
休業）

②第２号部分休業
１年につき１０日相当の範囲内で勤務しないこと
職員は、①②のいずれかを選択して取得可能
※条例で定める特別な事情が生じた場合は、取得パターンを
変更可能

２ｈ以上（１日単位で取得することも可）



参考資料 総務部人事課

この取得パターンの多様化に対応すべく、改正法の施行細則として、次のような規定を条例に設け
る。

① いずれの取得パターンの部分休業を請求するかを申し出る単位期間（１年の期間）を、毎年４月
１日から翌年３月３１日とする。

② １年につき請求できる第２号部分休業の上限は、上記①の期間につき次のとおりとする。
・常勤職員 ： ７７時間３０分
・非常勤職員 ： １日当たりの勤務時間に１０を乗じて得た時間

３．施行期日

令和７年１０月１日

⑵ その他主な改正内容
第１号部分休業を請求した場合における、勤務時間の始め又は終わりに限り承認可能とする取扱い

を廃止する等



別記様式第３号（第８条関係） 
【議会基本条例第 10 条第 1 項関係】 

政策等情報の説明資料 
         令和７年６月定例会 

議案の 
件 名 

議案第４６号 
交野市職員の育児休業等に関する条例の一部

を改正する条例 
政策等 
の区分 

計画 ・ 事業 ・ 条例 
その他（         ） 

〈政策等の概要〉 〈他の自治体の類似する政策等との比較〉 
地方公務員の育児休業等に関する法律（平成３年法律第１１０号）の実施

等のため、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるもの 
地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴う条例改正であるため、多くの自

治体が同様の制度改正を行うことが予想される。 
 

〈財源措置の状況〉 (単年度事業でない場合は、全体事業の見込状況を記入) (単位：千円) 
総事業費 国庫支出金 府支出金 市債 その他 一般財源 

      

〈政策等を必要とする背景〉 〈将来にわたる効果及びコストの状況〉 
職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員の部

分休業に関し、地方公務員の育児休業等に関する法律が改正されたことに伴

い、所要の条例改正が必要となった。 
 
 

職員の育児と仕事の両立支援を一層充実させることにより、職員が安心して職務に

精励することのできる勤務環境の整備に資することができる。 

〈提案に至るまでの経緯〉 〈総合計画等の整合〉 
令和７年１月８日、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正法が公布

され、同年１０月１日施行とされた。これに伴い、条例を改正し、所要の規

定整備を行う必要が生じた。 
 
 
 
 

まちづくりの目標 
政策分野または経営方針 
施策 

目  標  

分野・方針 効率的・効果的な行政運営 

施  策 その他 

○その他の計画（該当する場合のみ） 

 
計画名称 

 

〈市民参加の状況〉 策定年度  

 有 ・ 無 （パブリックコメントを実施した場合は、その結果等を含む。） 計画期間  
 
 
 

〈政策等の実施時期〉 令和７年１０月１日 
担当部局 担当課 添付資料（有の場合は、その名称） 
総務部 人事課 有 ・ 無（新旧対照表等） 

 



交野市職員の育児休業等に関する条例（平成４年条例第１０号）新旧対照表 

新 旧 

（部分休業をすることができない職員） （部分休業をすることができない職員） 

第１０条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、勤務日

の日数                        を考慮して規則で定める非常勤

職員以外の非常勤職員（地方公務員法第２２条の４第１項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員                               

                 を除く。次条において同じ。）とする。 

第１０条 育児休業法第１９条第１項の条例で定める職員は、勤務日

の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して規則で定める非常勤

職員以外の非常勤職員（地方公務員法第２２条の４第１項に規定す

る短時間勤務の職を占める職員（以下「定年前再任用短時間勤務職

員等」という。）を除く                  。）とする。 

（第１号部分休業の承認） （部分休業      の承認） 

第１１条 育児休業法第１９条第２項第１号に掲げる範囲内で請求

する同条第１項に規定する部分休業（以下「第１号部分休業」とい

う。）の承認は                                              

                                、３０分を単位として行うもの

とする。 

第１１条 部分休業（育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業

をいう。以下同じ。）の承認は、交野市職員の勤務時間等に関する

条例（昭和３０年条例第１２号）第７条第１項に規定する正規の勤

務時間の始め又は終わりにおいて、３０分を単位として行うものと

する。 

２ 職員（非常勤職員                                          

                      を除く。）が育児又は介護を理由として勤

務しない場合（規則で定める場合に限る。）における当該職員に対

する第１号部分休業の承認については、１日につき２時間から当該

勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

２ 職員（非常勤職員（定年前再任用短時間勤務職員等を除く。以下

この条において同じ。）を除く。）が育児又は介護を理由として勤

務しない場合（規則で定める場合に限る。）における当該職員に対

する部分休業      の承認については、１日につき２時間から当該

勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で行うものとする。 

３ 非常勤職員に対する第１号部分休業の承認については、１日につ

き、当該非常勤職員について１日につき定められた勤務時間から５

時間４５分を下らない範囲内で規則で定める時間を減じた時間を

超えない範囲内で（当該非常勤職員が育児又は介護を理由として勤

務しない場合（規則で定める場合に限る。）にあっては、当該減じ

３ 非常勤職員に対する部分休業      の承認については、１日につ

き、当該非常勤職員について１日につき定められた勤務時間から５

時間４５分を下らない範囲内で規則で定める時間を減じた時間を

超えない範囲内で（当該非常勤職員が育児又は介護を理由として勤

務しない場合（規則で定める場合に限る。）にあっては、当該減じ



新 旧 

た時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該勤務しない時間

を減じた時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

た時間を超えない範囲内で、かつ、２時間から当該勤務しない時間

を減じた時間を超えない範囲内で）行うものとする。 

（第２号部分休業の承認） 

第１１条の２ 育児休業法第１９条第２項第２号に掲げる範囲内で

請求する同条第１項に規定する部分休業（以下「第２号部分休業」

という。）の承認は、１時間を単位として行うものとする。ただし、

次の各号に掲げる場合にあっては、それぞれ当該各号に定める時間

数の第２号部分休業を承認することができる。 

（１） １回の勤務に係る日ごとの勤務時間に分を単位とした時間

がある場合であって、当該勤務時間の全てについて承認の請求が

あったとき 当該勤務時間の時間数 

（２） 第２号部分休業の残時間数に１時間未満の端数がある場合

であって、当該残時間数の全てについて承認の請求があったとき

 当該残時間数 

 

（育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期間） 

第１１条の３ 育児休業法第１９条第２項の条例で定める１年の期

間は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。 

 

（育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定める時間を

基準として条例で定める時間） 

第１１条の４ 育児休業法第１９条第２項第２号の人事院規則で定

める時間を基準として条例で定める時間は、次の各号に掲げる職員

の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。 

（１） 非常勤職員以外の職員 ７７時間３０分 

 



新 旧 

（２） 非常勤職員 当該非常勤職員の勤務日１日当たりの勤務時

間数に１０を乗じて得た時間 

（育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事情） 

第１１条の５ 育児休業法第１９条第３項の条例で定める特別の事

情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居し

たことその他の同条第２項の規定による申出時に予測することが

できなかった事実が生じたことにより同条第３項の規定による変

更（以下「第３項変更」という。）をしなければ同項の職員の小学

校就学の始期に達するまでの子の養育に著しい支障が生じると任

命権者が認める事情とする。 

 

（部分休業をしている職員の給与の取扱い） （部分休業をしている職員の給与の取扱い） 

第１２条 職員が育児休業法第１９条第１項に規定する部分休業の

承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第１５条第１項、会計

年度任用職員給与等条例第１７条又は会計年度任用職員給与等条

例第２７条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、給

与条例第１８条（会計年度任用職員給与等条例第１６条において準

用する場合を含む。）又は会計年度任用職員給与等条例第２６条第

１号若しくは第２号に規定する勤務１時間当たりの給与額又は報

酬額を減額して支給する。 

第１２条 職員が                                  部分休業の

承認を受けて勤務しない場合には、給与条例第１５条第１項、会計

年度任用職員給与等条例第１７条又は会計年度任用職員給与等条

例第２７条の規定にかかわらず、その勤務しない１時間につき、給

与条例第１８条（会計年度任用職員給与等条例第１６条において準

用する場合を含む。）又は会計年度任用職員給与等条例第２６条第

１号若しくは第２号に規定する勤務１時間当たりの給与額又は報

酬額を減額して支給する。 

２ （略） ２ （略） 

（部分休業の承認の取消事由） （部分休業の承認の取消事由） 

第１３条 育児休業法第１９条第６項において準用する育児休業法

第５条第２項の条例で定める事由は、職員が第３項変更をしたとき

第１３条 第５条の規定は、部分休業について準用する。 



新 旧 

とする。 

 


